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要 旨 
 

＜概要＞ 

遊覧船イルペンダムは、整備員２人が乗船し、長崎県佐世保市ハウステンボス内の

南桟橋に係留して整備作業中、平成２７年５月４日０８時３０分ごろ、左舷機を始動

したところ、機関室内で爆発が発生した。 

 イルペンダムは、整備員１人が熱傷を負い、客室内に破損を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、イルペンダムが、ハウステンボス内の南桟橋に係留中、整備員１人が、

洗浄剤を噴射剤で噴射するスプレー缶式速乾性オイル系洗浄剤の約半分の量を左舷機

に噴射して洗浄し、機関室内に噴射剤主成分のＬＰＧと洗浄剤が混合してできた可燃



性ガスが滞留していたため、左舷機を始動しようとしてバッテリのプラス側とスター

タコイル端子を直接つないだところ、電気火花を生じて同可燃性ガスに引火したこと

により発生したものと考えられる。 

整備員は、洗浄剤を噴射剤で噴射するスプレー缶式速乾性オイル系洗浄剤の中に

ＬＰＧが含まれ、ＬＰＧが空気より重く爆発性があることを知っていたが、左舷機を

洗浄した際、噴射剤主成分のＬＰＧと洗浄剤が混合してできた可燃性ガスの臭いがし

なかったので、同可燃性ガスが既に機関室の外に拡散していると思ったことから、左

舷機を始動しようとしたものと考えられる。 

整備員は、洗浄剤を噴射剤で噴射するスプレー缶式速乾性オイル系洗浄剤の洗浄剤

が気化して空気中に拡散すると臭いがしなくなることを知らなかったことから、左舷

機を洗浄した際、噴射剤主成分のＬＰＧと洗浄剤が混合してできた可燃性ガスの臭い

がしなかったので、同可燃性ガスが既に機関室の外に拡散していると思ったものと考

えられる。 

整備員は、洗浄剤を噴射剤で噴射するスプレー缶式速乾性オイル系洗浄剤が自動車

専用のブレーキパーツ洗浄剤であるものの、従来から機関を洗浄する際に使用してお

り、本事故当時もイルペンダムの機関室で使用したものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

遊覧船イルペンダムは、整備員２人が乗船し、長崎県佐世保市ハウステンボス内の

南桟橋に係留して整備作業中、平成２７年５月４日０８時３０分ごろ、左舷機を始動

したところ、機関室内で爆発が発生した。 

 イルペンダムは、整備員１人が熱傷を負い、客室内に破損を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２７年６月１７日、本事故の調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官を船舶事故調査官に交替した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２７年６月１８日、９月１０日 現場調査及び口述聴取 

平成２７年７月１８日、１１月１０日、平成２８年３月１７日 回答書受領 

平成２７年１１月９日、平成２８年２月３日、８日、９日 口述聴取 

平成２８年１月２８日 現場調査 

平成２８年３月４日 口述聴取及び回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、イルペンダム（以下「本船」という。）の整備員

２人（以下「整備員Ａ」及び「整備員Ｂ」という。）及び船舶運航担当者の口述によ

れば、次のとおりであった。 

本船は、平成２７年５月４日、針尾港北防波堤灯台から０２４°（真方位、以下同

じ。）４,１５０ｍ付近のハウステンボス（ハウステンボス株式会社（以下「Ａ社」と

いう。）が運営）内の南桟橋において、船首を東方に向け、右舷着けで係留されてい

た。（写真１参照） 
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写真１ 係留中の本船 

整備員Ａ及び整備員Ｂは、本船の船長から運転中に機関室内に据付けられた左舷機

が潤滑油圧力低下警報を発したと連絡を受けたので、０８時００分ごろ、‘左舷機の

潤滑油圧力低下警報の圧力検出用センサ’（以下「本件センサ」という。）を交換する

作業を開始した。 

整備員Ａは、本件センサを交換する前に、汚れている左舷機を洗浄しようと考え、

主機等を運転しておらず、機関室内に火気がない状況なので、‘洗浄剤を噴射剤で噴

射するスプレー缶式速乾性オイル系洗浄剤’（容量８４０mℓ、以下「本件スプレー缶」

という。）で左舷機の汚れを洗浄することとした。 

整備員Ａは、０８時１０分～１５分ごろの間、従来から使用している本件スプレー

缶の約半分の量を左舷機に噴射して洗浄を行い、０８時２０分ごろ本件センサの交換

作業を終了した。 

整備員Ａは、交換した本件センサの作動を確認しようと考え、左舷機を洗浄した際、

‘噴射剤主成分のＬＰＧと洗浄剤が混合してできた可燃性ガス’（以下「本件可燃性

ガス」という。）の臭いがしなかったので、本件可燃性ガスが既に機関室の外に拡散

しているものと思い、整備員Ｂに‘操縦台の左舷機始動用のキースイッチ’（以下

「本件キースイッチ」という。）で左舷機を始動するよう指示した。 

整備員Ａは、整備員Ｂが本件キースイッチを入れたものの、左舷機スタータ（セル

モータ）が回らないことを知り、スタータリレーの作動不良が原因でスタータが回ら

なかった際に、スタータリレーをバイパスしてバッテリのプラス側とスタータコイル

端子を直接つなぎ、スタータを回したことを思い出した。 

本船は、０８時３０分ごろ、整備員Ａが本件キースイッチを入れた状態でバッテリ

のプラス側とスタータコイル端子を直接つないだところ、火花を生じ、機関室内で爆

発が発生した。（写真２、写真３参照） 
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写真２ スタータ及びスタータコイル    写真３ スタータコイルの接続     

整備員Ａは、整備員Ｂが操縦台左舷側に設置されていた小型船舶用粉末式消火器を

持ってきたので、同消火器を受け取り、左舷機の船尾方に発生していた火炎に向かっ

て消火剤を噴霧し、消火した。 

整備員Ａは、爆発による熱風を受け、顔面、両手及び左膝に熱傷を負い、整備員Ｂ

が運転する車で病院に搬送された。 

 

本事故の発生日時は、平成２７年５月４日０８時３０分ごろで、発生場所は、針尾

港北防波堤灯台から０２４°４,１５０ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

整備員Ａの診断書によれば、整備員Ａは、顔面第２度熱傷、両手背第２度熱傷及び

左膝部第２度熱傷を負い、約２週間の入院加療を要した。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

現場調査及び整備員Ａの口述によれば、本船は、客室の壁及び天井が外側にそれぞ

れ約８cm膨らんでそれぞれのつなぎ目が破損及び乖離
か い り

し、客室内の電装品が破損した。

（写真４～写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

スタータ スタータコイル端子 

スタータコイル 

スタータ端子 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 客室船首方の損傷        写真５ 客室左舷側の損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 客室左舷側の損傷        写真７ 客室船尾方の損傷 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

整備員Ａ 男性 ５８歳 

三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和６３年３月１４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１月２３日 

免状有効期間満了日 平成３２年１月２２日 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録 日 昭和６２年１０月２３日 

免許証交付日 平成２４年１０月１８日 

       （平成２９年１０月２２日まで有効） 

整備員Ｂ 男性 ７０歳 

三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和５１年１２月３日 

天井と壁の乖離 

照明器具の破損 つなぎ目の破損 

天井の乖離 

天井と壁の乖離 天井の乖離 



- 5 - 

免 状 交 付 年 月 日 平成１３年１１月９日 

免状有効期間満了日 平成１８年１１月２４日 

一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録 日 平成１７年９月２９日 

免許証交付日 平成２７年１月１９日 

       （平成３２年９月２９日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

① 整備員Ａ 

整備員Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

昭和５０年から平成４年まで、外航船社で約１８年間の海上勤務の経

験があり、平成４年にＡ社に入社して長崎県大村湾を遊覧する旅客船の機

関長を約５年間勤め、平成９年から整備作業員（工務監督）として約１８

年間勤務していた。 

ｂ 健康状態 

健康状態に問題はなかった。 

② 整備員Ｂ 

整備員Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

昭和３９年から平成元年まで、外国航路で約１５年間の機関士経験を

含め、約２５年間の海上勤務の経験があり、平成元年から平成７年まで木

工所を経営し、平成８年にＡ社に入社して大村湾を遊覧する旅客船の機関

長を約３年間勤め、平成１１年から整備作業員として約１６年間勤務して

いた。 

ｂ 健康状態 

健康状態に問題はなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２９３－２５３８０長崎 

船 籍 港  長崎県佐世保市 

船舶所有 者  Ａ社 

総 ト ン 数  １３トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.９７ｍ×３.９２ｍ×０.８２ｍ 

船 質  ＦＲＰ 
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図１ 船体側面図及び平面図 

機 関  ディーゼル機関２基 

出 力  ３５.３０kＷ（合計） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ２個 

進 水 年 月  平成３年１２月 

最大搭載人員  旅客５１人、船員１人計５２人 

 

2.5.2 設備等 

(1) 船体等 

本船は、２機２軸の平甲板型の遊覧船で、上甲板上には中央部に客室（船

首側に操縦台）を配し、上甲板下には船首側から順に補機スペース（空調機

用送風機３台、燃料タンク（容量７００ℓ）、発電機１台及び空調機２台）、

機関室（主機２基）及び操舵機室（操舵機１台）が配置されていた。 

客室には、船体中央部の船首尾方向に通路があり、通路の両舷にそれぞれ

７列の旅客用の椅子が設置され、客室後部の床に機関室への出入口蓋が３か

所取り付けられ、両舷の開口部の大きさが約０.８５ｍ×約０.４５ｍ及び中

央部の開口部の大きさが約０.５５ｍ×約０.５５ｍである。 

整備員Ａの口述によれば、本事故当時、左舷側の機関室出入口蓋のみが開

いていた。 

機関室は、船首尾方向の長さ約０.９０ｍ、幅約３.４０ｍ及び深さ約

１.００ｍであった。 

整備員Ａの口述によれば、本事故当時の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約

０.４ｍであった。 

（図１ 船体側面図及び平面図 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後部甲板 機関室出入口蓋 客室 前部甲板 

操縦台 補機スペース 機関室 操舵機室 
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(2) 機器の配置等 

機関室は、主機が両舷にそれぞれ据付けられ、主機の上部と両舷の機関室

出入口蓋との間に約０.３ｍの隙間があり、両舷機は約１.３ｍ隔てていた。 

両舷機とそれぞれの外板との間には、幅約０.８ｍの人１人が入って作業

できる空間があった。 

左舷機スタータは、左舷機左舷側の船底から高さ約０.３ｍの位置にあり、

機関室中央船首側に設置のバッテリを電源としていた。 

操縦台には、中央部の垂直面に舵輪が、舵輪の前方に両舷機の計器盤が、

さらに、計器盤それぞれの舷側に両舷機の操縦レバーが設けられ、計器盤に

は、両舷機の本件キースイッチ、主機回転計、各警報ランプ等が組み込まれ

ていた。 

(3) 機器等の状況 

整備員Ａの口述によれば、本船は、機関室の左舷船尾側に換気扇が設け

られていたが、本事故当時、使用されていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

事故現場の北西約１０㎞に位置する佐世保特別地域気象観測所における本事故当

時の気象観測値は、次のとおりであった。 

０７時００分 天気 曇り、風向 西北西、風速 ２.４m/s、気温 １７.８℃ 

０８時００分 天気 雨、風向 西、風速 ３.７m/s、気温 １７.８℃ 

０９時００分 天気 雨、風向 西北西、風速 ２.９m/s、気温 １７.９℃ 

１０時００分 天気 曇り、風向 北西、風速 ４.３m/s、気温 １８.０℃ 

 

2.6.2 乗組員等の観測 

整備員Ａの口述によれば、天気は晴れ、風はほとんどなかった。 

 

２.７ 本件スプレー缶に関する情報 

2.7.1 本件スプレー缶の内容物に関する情報 

本件スプレー缶製造販売会社（以下「Ｂ社」という。）担当者の口述及び同社作

成の製品安全データシート*1によれば、次のとおりであった。 

本件スプレー缶は、容量８４０mℓの缶に液状の洗浄剤及び噴射剤を封入し、洗

                         
*1 「製品安全データシート」とは、労働安全衛生法に定められており、危険有害な化学製品につい

て、安全な取扱いを確保するための参考情報として取り扱う業者に提供されるものをいう。 
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浄剤の各成分はイソヘキサンが含有量（wt％*2）７０～８０及びノルマルヘキサン

が１wt％未満、噴射剤の各成分はＬＰＧが２０～３０wt％及び炭酸ガス１～

５wt％であり、極めて可燃性及び引火性の高いエアゾール*3である。 

可燃性物質の沸点及び引火点は次のとおりである。 

 沸点（℃） 引火点（℃） 

イソヘキサン 

ノルマルヘキサン 

ＬＰＧ 

６２ 

６８.７ 

－４２ 

－２０ 

－２２ 

－１０４ 

なお、洗浄剤の各成分及びＬＰＧの分子量は、空気（窒素約７８％、酸素約

２１％、その他約１％）の平均分子量より大きく、これらの気化したガスは、い

ずれも空気より重い。 

 

2.7.2 本件スプレー缶本体に記載された情報 

(1) 名称、用途、主成分、型式及び内容量について、次のように記載されてい

た。 

名 称 自動車用ブレーキパーツ洗浄剤 

用 途 自動車用ブレーキ周辺部品の洗浄（業務用） 

主 成 分 石油系溶剤 

型式・内容量 エアゾール・８４０mℓ 

(2) 注意事項として、次のように記載されていた。（抜粋） 

・ 使用前に全ての安全事項を読み理解するまで取り扱わないこと。 

・ 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること－禁煙。 

・ 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。 

・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 

(3) 使用上の注意及び使用方法として、次のように記載されていた。（抜粋） 

・ 用途以外には使用しないこと。 

・ 洗浄後、洗浄液が乾燥していない箇所はウエス等で拭き取るか、エアー

で乾かすこと。 

（特にエンジンアンダーカバー装着車に関しては、通気が悪く、液・

揮発性分が滞留し、火災を起こすおそれがあります。） 

(4) 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）の警告注意表示に基づき、

                         
*2 「wt％」とは、質量パーセント濃度（重量パーセント濃度）を示す単位であり、１００分率記号

に weight を略した wt をつけたものをいう。 
*3 「エアゾール」とは、缶に噴霧器を取り付けて、液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるも

のをいう。 



- 9 - 

赤地に白抜きで火気と高温に注意、更に次のように記載されていた。（抜粋） 

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守

ること。 

・ 炎や火気の近くで使用しないこと。 

・ 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 

高圧ガス：ＬＰＧ、ＣＯ２ 

 

2.7.3 爆発限界に関する情報 

Ｂ社担当者の口述及びＢ社作成の製品安全データシートによれば、本件可燃性

ガスの爆発限界は、１.２～７.７vol％*4である。 

 

2.7.4 臭いに関する情報 

Ｂ社担当者の口述及びＢ社作成の製品安全データシートによれば、本件可燃性

ガスの臭いは溶剤臭と記載されているが、噴霧剤は無臭であり、洗浄剤は、噴射

されて液状である時は溶剤臭があるが、気化して空気中に拡散すると臭いはしな

くなる。 

 

2.7.5 噴射後の洗浄剤及びＬＰＧの滞留に関する情報 

Ｂ社担当者の口述によれば、本件可燃性ガスは、スプレー缶から大気中に噴射

されると、霧状に拡散して空気中に滞留する。 

 

２.８ 電気火花による引火に関する情報 

「安全工学講座１火災」（安全工学協会、海文堂出版株式会社、昭和５８年７月１

日発行）によれば、次のとおりである。 

電気火花による引火の仕組みは、簡単にいえば電極間に存在する混合気に、放電

の形でエネルギーが付与され、そこで自然発火が生ずると考えてもよい。この際、電

気的な作用は、発火には特に大きな影響はない。したがって、この場合にも、発火が

生ずるためには、化学反応による発熱と周囲への放熱の釣合いが問題となり、可燃性

物質の種類、外部条件その他によって定まる限界の放電エネルギーが現れる。このエ

ネルギーは最小発火エネルギー（minimum ignition energy）と呼ばれ、電気火花に

よる引火の生じ易さの1つの目安となる。 

 

                         
*4 「vol％」とは、体積パーセント濃度（容量パーセント濃度）を示す単位であり、１００分率記

号に volumeを略した volをつけたものをいう。 
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可燃性ガス 最小発火エネルギー（１０－５Ｊ）  

ＬＰＧ       ３０ 

ヘキサン       ９５ 

     

２.９ 類似した事故例 

平成２０年１０月１日以降、運輸安全委員会が把握したスプレー缶が原因と考え

られる船舶の爆発火災事故は、本事故を含め９件であり、うち８例については閉鎖空

間において発生している。 

（付表１ スプレー缶が関与した船舶の爆発火災事故  参照） 

 

２.１０ Ａ社の安全管理に関する情報 

 Ａ社は、船舶整備作業に関する作業マニュアルを作成しておらず、ガス検知器を備

えていなかった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本船は、平成２７年５月４日、ハウステンボス内の南桟橋に係留中、整

備員Ａが、本件センサを交換する前に、０８時１０分～１５分ごろの間に

従来から使用してる本件スプレー缶の約半分の量を左舷機に噴射して洗浄

を行い、０８時２０分ごろ本件センサの交換作業を終了した。 

(2) 本船は、整備員Ａが、交換した本件センサの作動を確認しようとし、左

舷機を始動しようとしたがスタータが回らずに始動しなかったので、本件

キースイッチを入れたまま、スタータリレーをバイパスしてバッテリのプ

ラス側とスタータコイル端子を直接つないだところ、爆発が発生した。 

 

3.1.2 死傷者及び損傷の状況 

２.１～２.３から、整備員Ａは、顔面、両手背及び左膝部にそれぞれ第２度の

熱傷を負い、また、本船は、客室の壁及び天井が外側にそれぞれ約８cm膨らんで

つなぎ目が破損及び乖離し、客室内の電装品が破損したものと考えられる。 
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3.1.3 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２７年５月４日０８時３０分ごろで、発

生場所は、針尾港北防波堤灯台から０２４°４,１５０ｍ付近であったものと考え

られる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等及び船舶の状況 

(1) 整備員Ａ 

２.４(2)から、整備員Ａは、十分な作業経験を有していたものと考えられ

る。 

(2) 船舶 

２.１から、左舷機のスタータリレーが作動不良で、本件キースイッチを

回しても左舷機が運転できない状態であったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

2.6.2から、本事故当時、天気は晴れで、風はほとんどなかったものと考えられ

る。 

 

3.2.3 爆発に関する解析 

２.１、2.5.2(2)、2.7.5及び２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 可燃性物質の滞留 

整備員Ａは、左舷機の本件センサを交換する前に、本件スプレー缶の約半

分の量を左舷機に噴射して洗浄を行った。 

本船は、本件スプレー缶から噴射された本件可燃性ガスが、機関室内に霧

状に拡散し、空気中に滞留した。 

   (2) 着火源の存在 

本船は、整備員Ａが、左舷機の本件キースイッチを入れた状態で、スター

タリレーをバイパスしてバッテリのプラス側とスタータコイル端子を直接つ

ないだところ、電気火花が発生した。 

(3) 爆発の発生 

本船は、左舷機を始動する際、機関室に滞留していた本件可燃性ガスが、

電気火花によって引火し、爆発した。 

 

3.2.4 本件スプレー缶の本件可燃性ガスの引火性等に関する解析 

2.7.1及び2.7.2から、次のとおりであった。 
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(1) 引火性 

洗浄剤の引火点は、イソヘキサンが－２０℃及びノルマルヘキサンが

－２２℃であり、ＬＰＧの引火点が－１０４℃であることから、本件可燃

性ガスは、可燃性及び引火性が高いものである。 

(2) 本件スプレー缶本体に記載された注意書き 

缶本体には、火気と高温に注意すること、高圧ガスを使用していること、

成分としてＬＰＧが含まれていること、屋外又は換気の良い場所でのみ使用

すること等が記載されており、用途が自動車専用のブレーキ及びパーツ

クリーナーなので、具体的に、エンジンアンダーカバー装着車に関しては、

通気が悪く、液又は揮発性分が滞留し、火災を起こすおそれがある旨記載さ

れていた。 

 

3.2.5 本件スプレー缶使用時の危険性の認識に関する解析 

２.１、2.7.1及び2.7.4から、整備員Ａは、本件スプレー缶が従来から機関を洗

浄する際に使用しているものであり、本件スプレー缶の中にＬＰＧが含まれ、Ｌ

ＰＧが空気より重く爆発性があることを知っていたが、洗浄剤が気化して空気中

に拡散すると臭いがしなくなることを知らなかったことから、左舷機を洗浄した

際、本件可燃性ガスの臭いがしなかったので、本件可燃性ガスが機関室の外に拡

散していると思ったものと考えられる。 

 

3.2.6 事故発生に関する解析 

3.1.1、3.2.3及び3.2.5から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本船は、ハウステンボス内の南桟橋に係留中、整備員Ａが、本件センサを

交換する前に、本件スプレー缶の約半分の量を左舷機に噴射して洗浄を 

行った。 

(2) 本船は、本件スプレー缶から噴射された本件可燃性ガスが、機関室内に霧

状に拡散し、空気中に滞留していた。 

(3) 本船は、整備員Ａが、交換した本件センサの作動を確認しようとしたが、

スタータが回らずに左舷機が始動しなかったので、本件キースイッチを入れ

た状態で、スタータリレーをバイパスしてバッテリのプラス側とスタータコ

イル端子を直接つないだところ、電気火花を生じ、機関室内に滞留していた

本件可燃性ガスに引火して爆発が発生した。 

(4) 整備員Ａは、本件スプレー缶が従来から機関を洗浄する際に使用している

ものであり、本件スプレー缶の中にＬＰＧが含まれ、ＬＰＧが空気より重く

爆発性があることを知っていたが、洗浄剤が気化して空気中に拡散すると臭
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いがしなくなることを知らなかったことから、左舷機を洗浄した際、本件可

燃性ガスの臭いがしなかったので、本件可燃性ガスが既に機関室の外に拡散

していると思った。 

（付図２ なぜなぜ分析 参照） 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、本船が、ハウステンボス内の南桟橋に係留中、整備員Ａが、本件スプレー

缶の約半分の量を左舷機に噴射して洗浄し、機関室内に本件可燃性ガスが滞留してい

たため、左舷機を始動しようとしてバッテリのプラス側とスタータコイル端子を直接

つないだところ、電気火花を生じて本件可燃性ガスに引火したことにより発生したも

のと考えられる。 

整備員Ａは、本件スプレー缶の中にＬＰＧが含まれ、ＬＰＧが空気より重く爆発性

があることを知っていたが、左舷機を洗浄した際、本件可燃性ガスの臭いがしなかっ

たので、本件可燃性ガスが既に機関室の外に拡散していると思ったことから、左舷機

を始動しようとしたものと考えられる。 

整備員Ａは、本件スプレー缶の洗浄剤が気化して空気中に拡散すると臭いがしなく

なることを知らなかったことから、左舷機を洗浄した際、本件可燃性ガスの臭いがし

なかったので、本件可燃性ガスが既に機関室の外に拡散していると思ったものと考え

られる。 

整備員Ａは、本件スプレー缶が自動車専用のブレーキパーツ洗浄剤であるものの、

従来から機関を洗浄する際に使用しており、本事故当時も本船機関室で使用したもの

と考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

Ａ社は、狭い、閉鎖空間で本件可燃性ガスを使用するような場合の作業マニュア

ルを作成しておらず、本件可燃性ガスが充満している可能性がある場所でのガス検知

器による検査を行っていなかった。 

本件スプレー缶本体には、火気と高温に注意すること、高圧ガスを使用している

こと、成分としてＬＰＧが含まれていること、屋外又は換気の良い場所でのみ使用す

ること等の記載のほか、本件スプレー缶が自動車専用のブレーキ及びパーツクリーナー

なので、具体的にエンジンアンダーカバー装着車に関しては、通気が悪く、液又は揮

発性分が滞留し、火災を起こすおそれがある旨の記載があり、狭い、閉鎖空間で使用
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した場合に、可燃性ガスが滞留し、引火、爆発する危険性について認識できたものと

考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、本船が、ハウステンボス内の南桟橋に係留中、機関室内に本件スプレー

缶から噴射された本件可燃性ガスが滞留していたため、バッテリのプラス側とスター

タコイル端子を直接つないだところ、電気火花を生じて本件可燃性ガスに引火したこ

とにより発生したものと考えられる。 

したがって、同種事故の再発防止のため、次の措置を講じる必要がある。 

(1) Ａ社は、爆発等危険を伴う作業については、安全な作業手順を確立すること。 

(2) Ａ社は、整備員等に対して安全意識の向上を図り、事故の発生を防止すること。 

(3) Ｂ社は、本件可燃性ガスの爆発の危険性について具体的に記載すること。 

(4) 本件スプレー缶は、狭い、閉鎖空間等では、可燃性ガスが滞留し、引火、爆発

することがある。 

  したがって、本件スプレー缶を狭い、閉鎖空間等で使用するに際し、 

    ① 送風機を使用して換気する際、同空間で電気火花が発生しないよう、防

爆型の送風機を使用するか、送風機を機関室外に置いてダクトを使用する

などして、同空間の換気を十分に行うこと。 

    ② 換気を十分に行うことができない場合は、本件スプレー缶を使用しない

こと。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止対策 

5.1.1 Ａ社により講じられた措置 

Ａ社は、本事故後、安全作業を遂行するため、次の措置を採った。 

(1) 船舶作業安全管理マニュアルの見直しと教育研修 

① 「船舶作業安全管理マニュアル（改訂版）」の作成 

 安全面を再検討し、可燃性ガスが滞留する可能性がある場所でのガス検

知器の検査を含めた改訂マニュアルを作成した。 

② 教育研修の実施 

船舶整備担当者及び作業に従事する船長、機関長に対し、船舶作業安

全管理マニュアル（改訂版）等を使用し、安全作業の留意点及び手順を

周知した。 

また、新採用者等に対しては、配属時に安全教育を実施することとし
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た。 

③ ガス検知器を備え、船舶作業安全管理マニュアルの作業手順に従った

検査を実施することとした。 

(2) リスクアセスメント導入 

これまで発生した事故災害を参考にして、リスクアセスメント記録表を

作成した。 

今後、発生の可能性のある事故災害及びヒヤリハットも含め、リスクア

セスメント記録表を作成し、対策を船舶全体で共有化することとした。 

（付図３ 船舶安全作業マニュアル（抜粋）〈危険物取扱い及び火気使用で

の作業〉 参照） 

 

5.1.2 Ｂ社により講じられた措置 

Ｂ社は、本事故後、スプレー缶の注意書きについて、「狭い、閉鎖的な場所では、

可燃性ガスが滞留し、引火、爆発することがあるので使用しないこと。」の表示を

入れることとした。 

また、Ｂ社は、今回の事故を踏まえ、Ｂ社が加入している一般社団法人日本

オートケミカル工業会部会（平成２７年１１月１３日開催）において、過去のス

プレー缶が関与した爆発火災事故及び本事故を説明し、一般社団法人日本オート

ケミカル工業会自主表示規準に付属する表示例に本件可燃性ガスの危険性につい

て追加することを提言し、追加が決定された。 

具体的には、一般社団法人日本オートケミカル工業会は、自主表示規準に、「狭

い、閉鎖的な場所では、可燃性ガスが滞留し、引火、爆発することがあるので使

用しないこと。」の文言を、一般用及び業務用の表示例として追加することとした。 

Ｂ社製品への表示は、製品資材在庫がなくなり次第、順次実施する予定である。 

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

小型船舶の機関室のような狭い、閉鎖空間では、洗浄用のスプレー缶などを使用し

た場合、可燃性物質が機関室内に滞留する可能性が高く、着火源が存在すると爆発事

故を起こす可能性があることから、本件スプレー缶を狭い、閉鎖空間等で使用するに

際し、小型機関の整備を行う者に対し、以下について周知する。 

(1) 送風機を使用して換気する際、同空間で電気火花が発生しないよう、防爆型

の送風機を使用するか、送風機を機関室外に置いてダクトを使用するなどし

て、同空間の換気を十分に行うこと。 

(2) 換気を十分に行うことができない場合は、本件スプレー缶を使用しないこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

佐世保市 

針尾港北防波堤灯台 

大村湾 

ハウステンボス 事故発生場所 

（平成２７年５月４日 

０８時３０分ごろ発生） 

南桟橋 



 

 

付図２ なぜなぜ分析 
爆発した → 電気火花が本件可燃性ガスに引火した → 本件可燃性ガスが機関室内の空気中に滞留していた→＊１ 

               ↓ 

               ＊２ 

＊１整備員Ａが本件センサを交換する前に、本件スプレー缶の半分の量を噴射して左舷機を洗浄した → 左舷機が汚れており、従

来から機関の洗浄用として本件スプレー缶を使用していた  

 

＊２電気火花が生じた → 左舷機を始動しようとしてバッテリのプラス側とスタータコイル端子を直接つないだ → 本件センサ

を交換して作動確認を行おうとした             ↓ 

                             ＊３ 

 

＊３本件可燃性ガスが機関室の外に拡散したと思った → 本件可燃性ガスの臭いがしなかった 

↓ 

＊４ 

＊４整備員Ａが、本件スプレー缶の洗浄剤が噴射された後、気化して空気中に拡散すると臭いがしなくなることを知らなかった 
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付表１ スプレー缶が関与した船舶の爆発火災事故 
 発生日 発生場所 船種 総ﾄﾝ数 概 要 

１ 

 

H20. 

9.15 

 

長崎県松

浦市松浦

港 

漁船 9.1ﾄﾝ 

 

 

本船は、機関修理業者が、通風装置のない機関室でスプレー缶を使用したのち、廃

油ポンプモーターの端子を電源につないだ際、爆発が発生した。 

本船は、船長、乗組員１人及び機関修理業者２人が火傷を負い、操舵室前面の窓が

１か所損傷した。 

 ２ H20. 

11.2 

長崎県長

崎市所在

のマリー

ナ係留施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨット 5ﾄﾝ 

未満 
本船は、船長ほか乗組員２人が、スプレー缶を使用し、キャビン内に設置された主

機の拭き取り作業を行った後に主機を始動した際、異常な高速回転となり、主機操縦

レバーを操作したところ、クラッチが前進から後進に入り、主機が停止した直後、爆

発が発生した。 

本船は、船長が左第２中足骨骨折を、乗組員１人が両手甲及び顔面にそれぞれ熱傷

を負い、船体は爆風でデッキが割れるとともに多数の亀裂が生じた。 

３ H21. 

7.30 

和歌山県

白浜町白

良浜海水

浴場 

水上オート

バイ 

5ﾄﾝ 

未満 
本船は、船長が１人で乗艇して遊走中、転覆した同艇を立て直し、スプレー缶でキ

ャブレターの空気吸入口に４～５回噴射しても機関を始動できなかったことから、シ

リンダヘッドから点火プラグを取り外し、機関の始動操作を行った際、爆発して火災

が発生した。 

本船は、船長が顔と身体の前面に炎を浴びて火傷等の重傷を負い、船体及び機関が

焼損した。 

 

 

 

 

 

 

 

４ H23. 

5.2 

福岡県大

牟田市大

牟田川の

船だまり 

プレジャー

ボート 

5ﾄﾝ 

未満 
本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗船させ、船だまりにおいて出発準備

作業中、船長がエンジンケーシング内に設置された主機上部をスプレー缶で洗浄して

エンジンケーシングカバーを直ちに閉じ、主機を始動した際、エンジンケーシング内

で爆発が発生した。 

本船は、同乗者２人が骨折し、外板、ブルワーク、操縦席計器等に破損を生じた。   
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 発生日 発生場所 船種 総ﾄﾝ数 概 要 

５ 

 

H24. 

9.27 

鹿児島県

鹿屋市鹿

屋港 

漁船 9.7ﾄﾝ 本船は、船長ほか1人が乗り組み、出港準備作業中、船長が主機上部をスプレー缶

で洗浄して機関室出入口の蓋を直ちに閉じ、主機を始動した際、機関室内で爆発が発

生した。 

本船は、船長が右腕及び腹部に火傷を負い、機関室左舷側の外板及び甲板、機関室

囲壁、操縦スタンド等に破損を生じた。 

６ H25. 

11.6 

鹿児島県

瀬戸内町

古仁屋漁

港 

漁船 6.6ﾄﾝ 本船は、係留中、乗組員がスプレー缶で補機表面の掃除を行っていたところ、機関

室内で爆発が発生した。 

本船は、乗組員が熱傷を負った。 

７ H27. 

4.24 

鹿児島県

鹿児島市

鹿児島本

港区 

漁船 2.46 

ﾄﾝ 
本船は、機関修理業者が、機関室内の主機をスプレー缶２本を使用して洗浄をした

後、主機付過給機の潤滑油入口管取付けねじを緩めようとしてスプレー式潤滑剤を噴

霧し、更に同ねじにガスバーナの炎を近づけたところ、爆発が発生した。 

本船は、主機が焼損し、機関修理業者が熱傷を負った。 

 ８ H27. 

9.22 

兵庫県姫

路市網干

川 

プレジャー

ボート 

5ﾄﾝ 

未満 
本船は、係留中、機関室内でスプレー缶を使って発電機を修理中、バッテリの端子

を外したところ、爆発が発生した。 

本船は、乗船者２人が顔面及び両腕に熱傷を負い、機関室の窓に破損が生じた。 
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付図３ 船舶安全作業マニュアル（抜粋） 
〈危険物取扱い及び火気使用での作業〉 
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